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今月は“知ってみよう”“やってみよう”“つなげてみよう”

身近なところでみんなが気軽に楽しく集える場所「地域ふれあいサロン」

申請書取得方法・申請方法

主な交付条件 ※詳しくは商工観光課窓口にあるチラシ・市のホームページをご覧ください。

交付内容

法 人 個 人

 　• ゆっくりと両ひざを曲げ、
ゆっくりとのばす
 　• 曲げる角度はできる範囲
で、10～ 20 回から始めま
しょう
 　• ひざに痛みがある場合は痛
みのない範囲で行いましょう

支援金の詳細や申請書は、市役所３階商工観光課窓口または市のホームページから取得できます。
　申請書類一式を下記の宛先へ郵送してください。
　《郵送先》〒329-0492　下野市笹原26番地　下野市役所 商工観光課 商業グループ 宛

中小企業者（法人、個人事業主、フリーランス等）及び中小企業者と同規模の特定非営利活動法人、
一般社団法人、一般財団法人、医療法人で以下に当てはまる事業者

①市内に主たる事業所を有すること
　《法人》 市内に本社を有すること
　《個人》 市内に事業所を有すること 
　　　　 （市内外問わず事業所を持たない場合は、市内に住所を有すること）

②令和５年８月１日時点で事業を行っており、今後も継続する予定であること

③令和４年分の事業収入が100万円以上あること(令和４年以降の新規事業者については、
　年間の事業収入が100万円以上見込めること)

※以下のものは対象外とします。
　 　• 農業、不動産業または太陽光発電事業による収入
　 　• 性風俗関連特殊営業を行う事業者、暴力団等に関係する事業者
　 　• 公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、各種協同組合　など

　• ご本人に代わり銀行などで手続きができるほか、サービス利用や入院
　などの契約ができます。
　• 悪質な業者にだまされて契約してしまっても、契約を取り消してくれます。
　• 自分で判断できるうちに信頼できる人を選び、将来の
　“もしも”に備えることができます。

■立った状態でのスクワット

両手を
頭の後ろで
組む

息を吸い
ながら
しゃがむ

息を吐き
ながら
立ちあがる

成年後見制度「なんでも相談会」
　社会福祉士による成年後見制度に関する相談会
を開催します。
■日時　7月22日㈮　午後2時～4時
■場所　ゆうゆう館
■対象者　市在住で申立てを検討している方、ご
　家族及び福祉関係者
■定員　2名程度
■相談内容　成年後見制度全般について
■相談時間　1組につき40分程度
■参加費　無料
■申込期限　7月20日㈬
■申し込み・問い合わせ先
　高齢福祉課　☎(32)8904

成年後見人等を選定すると！

「しもつけ元気はつらつ体操」が、続けやすい理由

①

■問い合わせ先
　商工観光課 商業グループ　☎（３２）８９０7

下野市中小企業者等
原油価格・物価高騰対策支援金

1０万円 5万円

令和5年8月１日(火)～令和５年11月30日(木)
※当日消印有効。

※令和４年度に申請した方も対象。申請は法人・個人ともに1事業者1回限り。

原油価格・物価高騰の影響を受けている方の事業継続を支援するため、支援金を交付します。

受付期間

商工観光課
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